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猪野秀三氏の業績

猪野秀三氏は明治21年8月24日、三重県志摩郡片田村に生れた。同36年、片田尋常

高等学校を卒業。

大正6年5月、志摩郡片田浦にで真珠養殖業を開業した。

問 6年6月2日、半形真珠裏張法(特許第 31151号)の権利下付をうけた。

同9年10月より業界将来の大珠真珠生産の素地となるアコヤガイの体内における真

珠の最も安定する位置を発見し、爾来専念、創業工夫に尽され、大正11年6月、度会

郡南島町古和浦に於いて直径2分7庫、重量2分3厘の核を真珠母貝に施術し、 4ヶ

月後、これを採取した所、直径2分8庫、重量:2分5底の大粒真珠を形成し、始めて

大珠真珠の生産に成功された。これは「卵抜き法」と称する人工排卵法によるもので

今日の大珠技術の基礎となっている。

国に、当時の大珠としては直径1分4庫、重量は3厘出き上りは年巻き)を通常

としていた。

更に大正14年、施術後3年目の 7月、 40個の貝を採取した所、無傷の重量3分l犀

珠 l個及び2分4、5厘珠6イ閲を得、当時画期的な成功として称賛された。

昭和19年より22年迄、伊勢皐大神宮祝部職を奉職され、同25年より27年迄、漁業法

施行に際し三重県より真珠専門委員を依f隠された。

同年11月、三重県真珠養殖漁業協同組合理事、同27:卒、資島真珠商工協同組合理事

を務められた。

向29年2月21日、突用新案、真珠養殖容器を出願し、 30年5月18日、登録第428531

号として下付され、現在養殖業者のって部分がこの習恵に浴しているのである。

間32年10月1日真円真珠発明五十周年記念式典の際、現在功労者として表彰された。

氏は御亡くなりになる前迄研究に務められ、文字どおり一生を真珠養殖業の発展普

及に尽されたのである。

昭和33年3月7日、享年69才で病没された。

註、上文は猪野氏提出資料並びに「真珠」による。(文責白井)
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脇 専

(三重県真殊貝護磁漁業協同組合組合長)

1.母介生産の現況

哀J:朱業界の実吠については、既に皆様充分御承知の通り危急存亡の秋で御座

いますから、多事多難なことは申す迄もありませんが、当然其の一翼を担う母

介業界にも種々の問題点があり、早急に解決'5:致さないと将来スムースな母介

生産を望むことは1鮮かしいので、以下母介生産の現況を鰐単に中しのべ度いと

思います。

付)、生産の現況

本年度の母介組合の生産自擦は4ο万〆であります。 9月現夜の実j伏は当組合

で把握致しましたもの約20万〆、掌握出来難いもので当然販売が行われしている

と推定するもの約8万〆、今秋販売推定約10万〆で予定より若干減少ではあり

ますが、昨年の29万〆に上ちして 9万〆の増産になっております。

本年度のほ介筏登緑台数2万 1千台、県当局より l台につき20〆の責任生産

量が付せられております。此の責任生産量は、県u]:介組合を通じこの販売確認

として、翌年度の筏登録の基礎資料となり、是により登録筏の熔減

が勘案されることになっております。本年度販売で既に責任生産量を突破して

おります漁協は、内湖、矢口等で御感いまして l台当り 30〆程度の数字を示し

ております。此の様にE1"J二げますと年末には当然42万〆合造にオーパーせなけ

ればならないのですが、推定38万〆位になる第一のi]l由は(将来県当局として

も当然考えて貰い度い)或る数量のほ介登録筏が珠業者に貸与せられているこ

とであります。比の推定台数の生産量が大きくマイナスとなっております。一

時に切換えることは出来焼くとも、逐年当然是正すべきだと思いますし、比の

外にも若干のものが他の目的に使用されていることも考えられますので、是等

の筏全部が、正常な母介生産に精進する様になれば50万〆をと廻る生産は続実

l長 9月研究会講演
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であります。

質の点についてでありますが、遂年向上致しつつあることは申す迄もありま

せんが、 3年介春の販売で3分の l以上 100掛以上、 120掛以下総量の20%以

下と云う成績の組合もあり、他にも比の線に近い成績を挙げて来た漁協も相等

組合あります。然し他県に於きましては堅田漁協の様に総数の60%以上が100

掛以上、 120掛以下のものは殆ど皆無と云う成績を挙げている組合も出て参り

ました現況に於きましては、……業界の為には誠に結構ではありますが、……三

重県としては何時迄も決しておlLJの大将ではいられません。今後更に大いに研

究努力の余地が残されている様であります。

(0)、需給について

次に需給の点でありますが、何とEf!しましでも商行為で御座いますので、各

国に問題点が残されております。一応;奈々は県内需給量確保を目的とした生産

で御廃いますことは言をまたない次第であります。

如何にすれば妥当な値段で一般業界に均等に需給出来るか Y悩みの種となっ

ており、全国漁協に封して一括販売を申し入れて見てはおりますが、イ中々実現

の可能性もありませんO

県に於かれでも、比の点に深く留意せられまして、協議会を設置、双方の関

係代表者を選定して、基本単価並に需給jレートに付て検討を行っておられします

し、県審議会に於きましても、比の点に熱意を以て留意致されておりますから、

業界の安定基礎となる是等封策も程なく樹立出来ましょうし、特に公庫融資が

此の点に着意せられ、母貝購入資金を施設費として認られ、問題の不動産担保

の条件も、明年以降撤療の様子で、結局地区的な養殖業者の強い団結体重点と

云うことになりそうで、除々にそうした点からも、解決の糸口が作られて行く

と考えられます。が然し現況では矢張り代金決済条件等を主体とした考え方で

進まざるを得ない態勢でありますが、機会を捉えて業者の方と懇談、無理のな

い行き方を選定して行く心組で御座います。

2.将来の母介の生産について

巽珠事業全般が、非常な危機に直面致しております現況に於きましては、業

界再建の道は生産の計画化と云う外ないと思います。此の点からして其の基礎

になる母稚介の生産から計画化する必要を痛感致しております。

今日の如く漁場が密殖化され、珠の生産商に極端な不均衡を出した原因の一

つに無計画な稚母介の生産が挙げられる、と申し上げても過言ではない、即ち

30年の稚介豊作、比の稔介の全量母介化が最大の原因でないと誰が否定出来ま
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しよう。

幸い近年の稚介の生産減少が可成り現在の施策を側面的に援助していること

も否定出来難い事実であります。昨年度は未曽有の稚介の不作で、愛媛県のも

のを多量に移入致しましたので御座いますが、県内稚介数の減少で、平均して

母介の発育は良好でありまして、昨年同期より遣に優秀な発育欣況の様に観察

せられ、来年度の母介は平均して例年の様な小さいものは無い模様であります。

吾々は一応3年介としたほ介を業者の手に渡す、業者の方は、それを適宜、

自己の作業ペースに合う様に、所謂準備介として最後の完成を行って貰うと云

う状態が良いのでないかと思います。漁場の衰亡に依りまして、最近4年介と

して無理のない作業を行うことが、結局浜揚げ時の歩留りに大きな影響がある

様に考えられます。

母介育成の基騰となる稚介の採苦が認で当然問題となって参ります。昨年移

入しました、愛媛直と木県産との差還が問題になります。外見的には現在の処

三塁還を認められませんO 発育についても甲乙ありませんので、現況では差違あ

りません。問題は今後の作業と作業後の状態になると思いますが、これは皆さ

んがほ介として使用せられる迄には、何かの発表が出来る様にしたいと思;いま

す。

今後の稚介の必要量を如何にして確保して行くか、一応木県今年の作業量位

を基準として、比の作業量を維持出来る母介を生産するに足る稚介の安定せる

採苗が望しい。 1日も早く海苔の人工採首の様に、必要量が人工的に採市出来

ればI苧分ないが、主主当分はそれも出来雑いとすれば、依然現在の採苗方法に依

る外なし、。天然自然の条件に大きく左右せられる以上思凶はっきもの、必要丈

の採苗は仲々かしい。本年の稚介採市は、昨年の不作もあり春以来県として

は是以上のことは出来ないと云う真鍛さで採首に精進した結果、県下全体とし

ては(地区に依り不作のところもあるが)米持有の豊作となり約3万4、5千〆と

予想されます。

母介育成用として県内必要量は、昨年の不作も考慮に入れて約2万〆弱(筏

1台当り 1〆弱)あれば充分と考えられます。数の上から申し上げますと、1万

掛のものを母介に育成し、途中の減耗を差引きましでも l億数千の母介が得ら

れます。

県下で本年度消化した母介は一応 9千万乃至 l憶と推定致されますから、2万

〆弱あれば漁協のもの丈で充分あります。業者の施設に付着ーしたもの等もあり、

実際的にはl、5ヶ年分位の母介が作り上げられると考えられます。

県内にも副作の漁協もあり、県外からの購入希望もありで、是等の調整を順

一 3-



調に終りましでも、尚旦最低8千〆余の余剰を生ずることは必須で、県及県苦手

議会等の意見を聞いて、業界将来の為廃棄することに決定を致しました。

廃棄の理由は

1. 県下漁場の密度を本年産推介に依り、再び強くしないこと。

2 珠の品賀低下を防ぐこと。

3. 中小珠の生産を抑制すること。

4. 生産の安定化に依る事業の合理化。

等でありますが、不幸にして一部には母介の生産を量的に低下せしめて、単価

の吊りとげを策するのではないかと、誤解を受けておりますが決して、その様

な底意は毛頭1ll'IJ廃いませんO

者々も真珠養殖事業の一翼を担当し、是を生活の接点とする多数漁民を持つ

ものとして、母介の一時的な単価の吊り上げが、将来如何なる結果を招来する

かは一充分心得ており、珠業界の安定こそ、母介業界の安定であると云う信念を

持っております。現在の珠業界の実肢を憂うる気持は敢て人後に落ちないと考

えます。過日の研究会の席上山勝さんの御意見も承り、真に生産の計画化の必

要を痛感致している次第であります。

珠の市価安定と云い、順調なる融資と云いましても、現況では仲々自主的に、

其の基礎を固める以外に求める道はないと確信致しております。

珠業者と母介業者とが、真に理解し合い堅く手を握り合って、各自の本命に

適進しましてこそ業界の暗雲は切り拓かれ、前途に光明を求め得られると存じ

ます。

以上の信念を以て本年度の過剰稚介を処分し将来必要な優秀母介を椛保し、

以て皆様に良質にして、且つ市場の要求を満し得る漢の哀珠を養成して戴き度

いと念願致しております。

ほ介の価額の問題其の他にしても、御立が熱怠と誠意を以て話し合えば、政

て九fj交の出ゴ任期iこいことではないと，思いま-t。
前述の諸点に留意して、業界の要求するほ介の生設に選進することこそ将来

の母介生産の本義であります。

希くば業界の皆様も個々の目前の小利に拘泥することなく、先ず業界再悠こ

そ;震の利益であることに開眼せられ、今後共よろしく御岳助を御願い主主し度い

ものであります。
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鳥羽、南島、瀬戸内海各漁場

に於ける珠の品質について※

橋 本 f亘

(帝国真珠養殖株式会社)

はじめに

哀珠養殖も昭和31、32年頃より急激に県外に新漁場を求めて進出する様にな

って来ました。此処では特に従来の化粧巻漁場である的失、鳥羽方面に代るも

のとして瀬戸内海のー漁場を選んで鳥羽湾のー漁場及び三重県南部の外海性の

強い南島町古和浦という漁均に就て、珠の巻及び色に関して比較してみたので、

その概略を報告します。

尚、御指導を仰いだ国立m;珠研究所の方々に釣して深謝する次第であります。

埜盟主立五遺
使用母貝は三木産の 4'年貝140問、を、細胞貝には 3年貝を使用し、原核1.7

分 (5.1mm) ~ 1. 8分 (5.4mm)の2ケ入を昭和33i:J三8月l日より 18日迄の18日間

に南島町古和浦で 1人の技術員が行った。施術貝数は 5，169貝で施術後20日間

し、 9月7日に沖出を行い同時に穴開を行ってナイロシ吊とし、 1本に40

ケ付、計 130本とした。約 2週間]1官I廷してから同年9月21日に夫々の試験地に

移動した。内訳は鳥羽市安楽島40本、愛媛県越智郡関前村40本、残り 50本は古

和浦に残し、夫々 2m陪に垂ド、約5ヶ月 した。

そのFJl貝掃除は 1四も行わなかった。尚この試験は最初Jから試験が目的では

なく、たまたま四国の潟、場へ作業貝を運搬する船便があった為、一技術員が行

った施術貝を 3等分して犬々の試験地へ廻したのであるから、前以て核 1個毎

の重量及i立径を測定tH*なかった事をことわって置きます。

結果

〔浜揚及び選別〉

昭和34年2月17日に安楽島、古和浦、 2月19日に関却を夫々浜揚した。採取

※ 1959年10月1日受理
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浜揚貝数及良品、屑の白方及個数は第 l表の通りである。

第 l表 ?一一一一

浜揚貝数

選別には白珠、著しいキズ珠を除いてピンク白系統、クリーム金色系統、ブル

ー黒系統の 3色に大別した。

〔巻〕

第2、3表の如く各漁場の直桂及重量の平均値に就てみると関前が産径及び重

量共、他の安楽島、古和浦漁場よりも珠の巻きは梢々厚い傾向がうか Yえる。

第 2表

第 3表

第 1図

ピンク、白

.安楽島 80;: " 
，古車日再J

4“h凶関詰iJ60似，ぷ，( . 

/ . ¥ 
4ω8正企 k

20ぷ斗

第 4表

口¥ピ11安楽阿古手口涌 l関前 lj 計

ピンク 1I 8817 1 731 1 521 1I 2， 133 
ホワイト系 %11(61.4%引 (47.8)1 (43.8) 11 
クワ戸ム 11 456 ! 611 1 519 11 1，586 I 
ゴーノレド系 %11 (31ω1 (40.0) 1 (43.7) 11 
f J'V ~ 11 96 I 186 I 149 11 431 

iプラック系 %11 (6.ωi (12.2) 1 (12. 5) 

l 計 !|l，4E日211田 114，1日;
%11 ClCQ. C) 1 (100. 0) 1 (lOC).0) 11 I 

〔色〕

3色に大別したものを漁場別、色の

出現率を百分率(%)で示し之を三角

図表でみると第4表及第 l図である。

プルー/ クリーム
ー 一諜 一一一一一一金色
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第 l図でみると安楽島は比較的ピンク、ホワイト系が多く、古和浦、関前で

はクリーム、金色系が多い。この事は、やはり巻の厚い事柄とも一致している。

之に就て更に第4表より漁場に色の出現率を見た場合 1%の危険率で差のあ

る事が認められた。(第5、6表参照)

第 5表

第 6表
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D i j 安楽島 古和浦 関前 計

45.39 ピン夕、白色 28.35 3.76 13.28 
クリ{ム、金色 15.32 1. 24 9.18 25.74 
プノレー、黒色 18. 79 4. 73 5.26 28. 78 

計 位.46 9. 73 27. 72 叩.91

亦、吾々の当初期待する範囲では安楽島と同じ程度、関前もピシク、白系が

多いのではないかと推測したのであったが、予想に反してピンク、白系は少な

かった。そこで重複するが更に安楽島と関前雨漁場を取出してピンク、白系に

就てその出現E容を見た所 1%の危険率で有意な差が認められた。

要約

3漁場を短期間ではあるが袈嫡して比較した結果

1) 巻に就ては他の 2漁場(安楽品、古和浦)より関前漁場の方が厚い傾向が

うかがえたo

2) 3漁場の養嫡環境の差異による真珠の各色の出現には差が認められ、更に

安楽島と関前とをピンク、自系の色に就てその出現2容をみると有意な差が

認められた。

尚、本年も同様の試験を行っており、 l回限りの試験で結果を云々するのは

板端であるが、参考迄に報告した次第であります。
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「真珠膏」 ・「真珠丸」について滋

冥珠が目薬になるとは普く聞かされるので、今か

ら4年前私が長崎県水産試験喝に勤務していた頃、

長崎県冥珠養殖協同組合長井沢次男先生に伺って見

ると、大村藩でも作っていたと云われているが、も

う今となっては調べる方法もあるまいとのことであった。

而るに、大付に国立真珠研究所大村支所が出来て活動せられる様になり 、大

村哀珠に就いては天正10年 (370年前)ローマ法王に民珠を献上せられたと云

われている大付越に何か有力な資料はないものかと旧藩主である今の大村市長

さんにお願いして見た所、市長さんは早速

「昔の繋がこれ程沢山出て来ました。」と10袋余り も発売当時のま Lの真珠官

や真珠丸を市民主の机から出されて、太田繁支所長(今は賢山本所勤務)さ

んに、

「もう 100年も前の薬になりますがよく 効くか一つ試して下さいJ。
「部の財政のftVしかった時に考えついたものではないてeしょうかJ。
と笑いながら波されたそうで、手ムはその内から lつ Vつmいて*て、外包兼効

能dを開いて見ると木版の上にお家流の文字で」?かれてある。それを判じ乍ら

読んだり 、調べて見たり したのであるが、これは何と大村

落の御殿医で歴代学者-の家柄である有名な長与家の処方と

監製で、幕末当時最優秀品であったものに違いない。それ

藤 田 正

(三重県立大学水産学部)

. . 

A
M、球
九
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大村真珠曹

大人は清水にてとき、小児は乳汁にとく

冥珠膏はH!'l，部国大付玖島域外の海底より産生ずる翼珠を主として精製なす所

の点眼薬也

抑巽珠の眼の聖薬たる事普く人の志る所にして実に世界の一品百薬是に類す

る物なし偲令ば熱して腫いたみつよきものは之をくじき和らげ雲騎ありて明を
うんえん

i怒り或はおとろへて視力薄くなり失明するものは是を助け明を復す等応用自在

の効ありて少も忌嫌事なし依って一々に其効能を挙す又警なきものゆえ禁忌も
ν、人寺よフ aちらは いみも。

出さず用いて其実験を試み玉うベし

{Rし眼球破れ内景くづれ各其位置その任を失へるもの或は枢老自然の衰弱眼

には用いて益なし、其外怪我眼目良病にーさいによし

長与俊達先生遺方

大村真珠丸

長与

長与

貫
子 制 l来徳l

専ヲ墜 h 孝之 |堂印|

此薬を用ゆるに第一心得べきことあり総して、此薬を用ゆる問は何処にても

大使の不通なるときは別に適薬を用ひて大使を能つうじ素より大使かたき人も

通じに心を用ゆベし、通便よろしからざれば効能うすし

人 51十二代景行天皇九州へ行幸ましませ LÐ~'~['!f諸国とある島へ御着船避され

しに 2人のi征士来りて異なる毛生えたる貝 2つを奉る帝御手ずから是を開せ玉

うに光)Ii{iく珠2つ出たり御感悦のあまり備へたる珠の島と勅ありしをもて後世

間jたるをそのきと唱へ在日名として今大j寸は彼杵郡玖島城といへるも比謂なり犬

よりいつの頃にや有なんよ久島城海中に夜な夜な光を発するものあり漁父網を

入れしに奇異の iつの貝を得たり:lJ;後光をとめけるとなん貝を開けば晃々たる

珠20*粒あり是lfr謂真珠にて夜光の珠といへるも此の事にゃありなん犬より今

に亙るまで歳々取得て玖烏域内に秘おく事とはなりぬ他国に似よりし種々の貝

より生ずるといへども烹珠は大付の外生ることなしこれし世のしる所なれども老

婆心をつくして支に著すこと志かり

気F付 1主主託、失気、卒{r1j、比の外何症によらず気分あしき時2、3粒づ L用ひ

て効あり。

熱病 此症の良薬たり、熱勢つよき痕l土発汗して解熱しf夫して発しがたき症
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には発散の力を生じ初より終まで程よく順調して効力を全す症の軽重によりて

用ひ一度に3、4粒 l日に2、3度服すベし、真珠を解熱の聖薬とし用うる事刀圭

家しる処なり。

狂摘 心労より欝症のようになり昼夜寝りがたく精神擾勤し或り念怒し、或
雪上うかん うっせう いか行

は恐怖し発狂する者には一度に2、3粒或は4、5粒朝夕二度用ゆれば熟睡にいた

るべし

但し強暴の症は初めより用ゆれば却って狂をますゆえ下剤、吐剤を用いて後に

服すベしO

労症 咳して胸に痛をおぼえ泡のようなる疫を吐痩おとろえる症一度に5粒

朝夕二度長く用いて効あり、吐血咳血甚だしき症にいたっておよぶ所にあらず、

比外咳嚇して疾少なき病には最効を奏はす。
がいつん F に

購入 産前産後の奇薬なり病症の軽重にしたがい3、4粒或は5、7粒用ゆベし、

血のみちーさいによし、但妊娠3ヶ月より9ヶ月まで尤平生Jfu多ぎ人はいむべし。

痢病 赤痢、白病、下痢の多少によらず、熱の強弱にか Lわらず症の軽重を

はかり一度に2、3粒18に二度三度用いて奇能あり、比外ド痢の痕け、皆々効あり、

いたみあるものはいよいよ妙なり。

府痛 此症に奇代の妙薬なり最つよき症に即効あり一度にふ 5粒用ゆ、軽き
せんしゃく

症には常に 1日4、5粒づ L長く用ゆれば根治すベし比外泊気、或は婦人嫌気の

いたみ惣て用ゆベLo

小児 五府、吐乳、驚風、青使、百.日咳、胎毒一切dt外諸病に効あり、当歳
ごかん

は l粒より 2粒余は病症年齢にしたがい粒数を増減すベLo

痘搭麻疹、毒気ありて熱さかんなる症最奇想jあり一度に2、3粒 l日に二三
ほうそ弓 はしか

度用ゆベしかるくしあげる事誌妙なり。

議最小児は毎夜4、5粒づっ用ゆれば効あり、男女15才以とは甚だ治しがたし
ょ}まち

毎夜蒸風呂に浴せしめ牛肉底肉を食L臨臥に5粒づ L用ひて直に寝に就くべし、
ねると青

7日の間用ゆる時はかならず奏効らるべきなり。

i当つゾいて用ゆれば生渡の患ひ免るべし。

長与俊達先生遺方

長与

長与 」斧

貫

等 監製
|来徳1

1堂印l

尚、真珠膏は 2糎半位大の蛤の内に布で小豆大に薬が包んで入れられ、真珠

丸はO.2糎の丸薬で48個をー包としてある。価格は何れも銀二朱、二百.銅でこ

れは大正時代の20銭に相当している。
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南島の被災地を巡って

真珠界始まって以来といわれる猛烈な伊勢湾台風は、全く皮肉な事に組合の

集荷開始をあと 1週間に控えた27日に来襲し、殆んど三重県漁場の全地区に立

り大災害を及ぼしていった。

丁度208から25日迄突虞湾から紀子H迄の全地尽をキャラパン巡業さながらの、

ブロック会議を行い、 25日は最終の紀伊長島にいたのであった。

この頃から既に雨はものすごく降り、道路に水はあふれ、海も荒れていた。

しかし、よもやこんな猛烈な奴がくるとは予想もせず帰勢したが、明る26日に

は既に交通が切断し、刻々と入る台風ニユースをJA夜中迄実暗の家の中でトラ

ンジスターラジオによりき L、長島がひどく、養殖1坊も流失した……ーと知っ

て、全く唖然としたのであった。

27、28日になったが、伊勢からの交通は勿論通信網も切れ、新聞によれば伊

勢市は全く孤立したそうで、我々実珠総合のセンターとしても手のつけようが

なく、断片的な情報を集めるにすぎなかった。

しかし、何とかして早く全体の様子を知り、今後起るいろいろな業務にそな

えねばならぬと痛感し、まず調査芳々写烹撮影にE圧を組織して行く事になった。

いざ、計画してみると実働の出きる人で、而も写真の自信のある人は少い。

しかるに地区は広範である。何とか写れば……と、)応若い者は総動員で三班

を作り、英虞、五ケ所、南島、紀州と出動したのは10月l臼であった。

突E妻、五ケ所は最も知られているし、又業者も多く知っている故、又紀州方

面("1研究会でいつも行っているのでよく判るが、南島は地域だけでは広い上に

交通が平常でもむつかしいので誰も行く人がない。偶々私は大学時代に阿曽浦

に行った事があるので大丈夫だろう……と、ついに押されてしまった。泣く泣

くたよりない地図を片手に雨の用意、暗閣の用意をし、カメラを首にハイヤー

で出発したのである。

ー，41
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ええーい、行ける所迄行け。あとはテクノレ事を党悟で……と、せめても、ち

ょっぴり頼りになる若い萩井君と決心し合った。

道は最初Jからわるく、宮川沿いに進む。

地躍でも大丈夫という竹ヤプの竹も折れており、見事になった柿も落ちて:美

しい位。道端に巨大な砂利採集クレーン車が倒れており驚ろく。

この辺では最も急坂の能見坂峠にさしかかった。小さくて足廻りのしっかり

した車を・-…と頼んだだけあって、ダツトサン1.000番は後ろの乙ノートに坐っ

ていて、後方へ倒れんか……と思う程の坂もどんどんよって行く。

真珠界にいても一寸この南島の方へは出る事がないよ …… と話す。今夜の宿、

全然知らぬ地での船足等、いく ら相談しても仕方がない。神宮同様大木が次々

折れているが、さすがに竹林の中に生えた杉木立は制くてもνヤジ としており

面白い。

峠をすぎ阿曽浦がみえ始めた。筏は一応浮んでおり 、ホ ットする。 話では阿

曽がものすごい…ーとの1:j:i.だったので……。

阿曽はよく知っているし、みつわの荻須さんがおられるので安心と勝手な心

づもりをして車を進め惜柄にきた。

まず第一の関門一海岸沿いの道路は波でとられていたが迂回路でどうやら赤

土を切りぬけた。

↑造柄の浜をみて|肢を抜かした。石垣の堤防

が広く切りとられ、何か木の校みたいなもの

が山と重なっている。人々が集っている。近

づくと何とそれは竹筏の残骸で、 100余台が

ことごとく錨をひきづったま れ 打ち揚げら

れたのであった。貝は……?ときけば、 貝な

んて全然、所々にあるテヨクチンカゴをみて

くれ……と言う。全く 10貫目もある鍛が何10

1ーもからみあい、アメの様にひん曲っている

のだから手のつけようもなく 、呆然としてい

るのも無理はない。

森;Ji二君と2人は、まだ雨が|砕っていないの

で背広で而もカメラを3台もぶらさげνヤン

取 材中の M 隊員 としているのでどうみても新聞社しかみえず

土地の人々の顔付も言い方も厳しい。

ジヤ γパーに民グツでくるべきだった……と思ったがーその内に雨になり 、
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ヨレヨレのレイシコートをぎて、更に行く先々で冷い目、いやな棄てゼリブ

をされてはまいるので、考えた末手拭を引きさいて腕章を作ってしばりつけ

た。日く「全国真珠災害調査班Jと。

車は吏に賛に向う o ì~の筏はばらばらになり海岸に打ち揚り、或いは貰‘中に

重なり合い、貝は相当落ちてしまっている。ここの養殖場は全部崩壊し、建物

は流失して手のつけようがない。折からの雨の中を貝の回収に当っておられ、

我々の顔見知りの組合員は大変喜んでくれもよくこんな速い所へ来て下さいま

した。御苦労様な事です、と本当に涙を流さんばかりに感謝され、腕章の成力

と喜び同情したのであった。

6割の被害だ、 8割だ……と言われるが、回収した珠の値が 3倍も 41ぎにもな

らぬと元がとれぬわけで全く大きな被害である。

車は小型であるが、方々の主主くずれで通る度にヒヤヒヤする。おまけに災害

地であるから三輪やジープ、単i!:rが次々 走ってくる。

危い事おびた Yしい……と思っていたら神前への途中で、とある上り坂を曲

ろうとしたとたん、向うは黄色の二人乗りのオートパイがプルスピードで下り

の曲り角から飛び出した。

ハツ.クと思ったが恐らく 2、3秒たってから雨車は急プレーキで停止した。南

方の運転手は育い顔をして忠、をついている。車の間隔は 1mもないから、あと

l秒遅れたら大事故だった。顔中ホータイ湊で帰館しただろう……と 2人は背

くなった。

村1閣の入口、窯業セメシトの大 u若のトタン屋根は飛んでいる。同湾の筏は

最もひどい様に見うけられ、打ち寄せパラパラ重なり合い沈:受と大惨状であ

る。

神前人口の旧聞には海岸から 500m もl::~~、実黒のタノレが多数ゴロゴロころ

がっており、その数は数百個もあろう。

漁協の建物も破壊され、中l土真暗で訪ねると組合長がおられた。概況を向う

と、この海域の被害は大きく、特に漁協自営の稚貝が半分もだめになったらし

い。雨の中を組合員はゴム合羽姿で稚貝の回収に当っている。とれた税貝は案

外強くて生きていた。

ここから先は道が決壊している……と言うが行ける迄行こう……と無理に頼

んで進む。今日は古和迄行かねばとても 2日で帰れないからだ。 者

古和への道も極めてわるく、こちらから車で行く人は少い丈に随分と疲れる。

峠道で大工事均にぶつかった。道路が寸断して丁度、三輪車で土や石を運ん

でいる所。

円
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これから古和i芸大分応るし、山坂であるから、愈々テクか……と決心したが、

出きたら行ってほしいとまっ事にした。その内に応急、的にことが盛られ車はスロ

ーで、ゴトンゴトンと左右に大ゆれをして通る事が出きた。かくして、古和の

漁協に降りたが、古和も又高潮のため、海岸沿いの家は殆んど大破し、実にあ

われである。

漁協も全部出動で空っぽ。考えてみれば朝から何もたべていない。時刻は 2

時過ぎ。

このま L行けば死んでしまうぞ……と食堂をさがしたが旅館しかないとて紹

介された街に行くと今度の台風でやられ、休んでいて出きないという。

何かたべものをたベさすJ占はないか……ときくと、ここにはないとの返事。

2人はこれはえらい所にきたぞ……とびっくり。

右も左もわからぬ狭い道を歩いて欣況をみていると太った年室長の男の人が

もソパなら私の所で作るから……、との事でようやく食にありついた。

この人は、この町の消防団長とかで、乗物や宿の事なら心配してあげる…と

大変親切にしてくれ有難かった。河も波止場で船は皆こわれたためなくて国っ

ている我々をある潟、師の人は帝国真珠迄運んでくれた。

きけば僅かに真珠もやっているが、とても手がつかぬ位だ……とあきらめた

様な話。

帝国真珠で先議の橋本氏に迎えられ、骨しか残っていない青空作業場で欣況

をき L、早速モーターで同湾を巡った。

この湾は打ち揚げあるいは重なったために、回i以来ばよい様で、や L安心し

た。

富士真珠も南勢真珠も作業1;誌は全廃で、怨物が総じてひどかった。うそはある

から泊って行けよーという有難い言葉であったが、明日帰れぬといかん…と夕

方あわただしく古和を発った。勿論ハイヤーなんてなく、丁度探していたら、

南島病院の率が通りかかったので助けてもらった。こんな所でスカイライシデ

ラックスに乗れようとは忠わなかったが、スピード運転に冷々した。

神前についた頃は既に痔暗い。漁協へ行くと戸も窓も全部板が打ちつけてあ

り、中にはローソクがl本、その廻りに役員が集まり、釣策を協議していたが、

暗いのでまるで、山賊が密談しているかの様に感じられた。
場

組合長の親切でとうとう今晩の宿が与えられた。玄関に入っても真暗、テレ

ビが何だかあわれに立っている。勿論旅館といっても女中は l人もいず、通さ

れても自分で仕事をやらねばならず、懐中電燈をつけて、便所、ブロと……探

しまわる有様。

A
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恐ろしそうに見える多数の漁民が、我々の訪問を喜んでくれるのを見て、も

っと早く来るべきだったと胸に熱いものを惑じた。

費では中道氏な訪ねると棟、建物共に全部やられ入手がなくそのま Lで、歩

いて行くにも飛び下りたりよじ上ったり。死んだ貝をむいておられたが我々を

みてやはり喜んでくれた。組合へ出荷は相当遅れるようであった。

全滅の大聖子養殖場を見舞い、道方に向う 0

2考えてみると又朝から今迄何もたべていない。

これはいかんと、何でも麗に入って、クラッカーをかつて歩きながらたべた。

阿曽では了度みつわの船がいたので工場につれってもらう。荻須さんに迎え

られ、いろいろ被害吠況をきいた。この阿曽も6、7年ぶりだが妙になっかしい。

ざしも堂々たる工場も高潮のためゆるぎどうにか立っているというだけ。作業

場は大破していた。 20馬力の大型船は山に上っていたが不思議に助かった…と

早速雨の中をその船にのって海に出る。

折から東京の本社のスタップがかけつけた所、全く台風のおかげで 5年ぶり

に三輪君に逢えた。

業界では社長様だけどあえばやはり旧友として話は昔に戻る。ノンビリ出き

たあの頃が一番よかった…ーとしみじみ語っていた。

同i設11告は袋になっていたので、流失は少く、殆んど多数の筏が湾内数ケ所に

かたまったそうで、比較的回収率はよいそうである。

しかし、湾口の真和真珠は全壊し、筏も小さい業者とゴツチヤになって回っ

ている様であった。

阿曽は古和と同じ程の被害程度とみられた。

;魚、協では詳しい状況を時い、かくして rT~の調査行もふり出しに戻って終了、

心してハイヤーをみつけ、暗くなってようやく伊勢にたどりついたのであった。

結局、出きた写真をみたり、皆の報告をきけば今回の被害では南島がひどい

様で紀州もほ Y等しく、英虞湾は思った程ひどくない様であった。 (X-5 -159) 
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ご二 :紀州地区見聞記一一

阿部功

長島の町並はI蒋上りの後の様にしっとりとしているが、表通りには何処にも

台風や高潮の跡は見られない。しかし一歩裏通りへ入ると大変だ。まるで大掃

除の時の様に道路一杯に家財道具が欣り出されている。昨日水が引いたばかり

で、今漸く家の整理に予をつけ始めたとか。海岸に閉した所は特にひどく台風

の恐ろしさをまざまざと見せて呉れる。

研究会でいつも御世話になっている東良一氏宅に伺い紀州地区の説明を聞

く。紀州地区では28日、養珠業者が集り、早急に災害復興資金の融資を仰ぐ様

手配をし、且、混乱している筏は各自が取り合わない様、持主の判明している

筏は返すが、不明の筏は!日筏台数に比して配分する様に申し合せをしたとの

事。幸い紀州地区は業者数も少いせいか守られている様である。

東氏の世話により舟を出して貰い長島の養殖漁場を一巡する。エノ浦は奥部

が2つに分かれているが共に奥の方の岸沿いに置いてある筏は被害を受けてな

かったが、この 2つの入江が合流する地点に東真珠の漁場があり、此処は全滅

で 130台あったという筏は影も形も無かった。略、水中から僅かに突出する筏

の端が見えて元は漁場であった事を知らされる程度である。港内を出て名倉へ

向う。長島町を守る護岸堤防は各所で破壊され海岸ぞいの巨大な松も中程から

折れていて、今更乍ら風と高潮の恐ろしさを知らされる。

前方に浮島の様なものが見えて来た。近づいてみると、これは全て筏で潮と

風により滅茶滅茶に積み重ねられたのである。此処は共同漁場で6∞台余の筏

があった出で、こう重なっては手のつけ様が無い。それでもせめて残った貝丈

でもというのか2、3人の人が貝を揚げていたが、その表情には収穫の喜びも、

i察滅の悲しみも無く、日生虚ろな感じがした。動かしている手も機械的に動いて

いる丈であった。

名倉の奥の方へ入ってみると、筏は殆んど見当らない。沈むか共同漁場へ寄

せられてしまったのだ。!字にあった新光真珠の三棟の作業場は一棟が漸く家の

-17一



形を残しているのみであとの二棟は全壊して、家の形も無い。水辺にはその残

骸であろう角材がぎっしりと打ち寄せられていた。

総体的に見て長島の被害は大きく未だ殆んど予がつけられていなかったので

詳細は不明だが約8割程度との事であるO 第 1日闘は引本に泊る。引ヱドは宿の

女中さんに「此処迄水が上がって来たのですよjと、床上 1m伎の所を示され

ねば殆んど気付かない程修復が早かったというのか被害が少なかった。夜真珠

の方も矢張り研究会で御世話になっている速水{彦氏が来られ、種々と話を開い

たが、引本地区は毎々台風にやられているので、台風に到する準備を厳重にし

ていた御蔭で殆んど被害は無く、 3割程度との事、翌日 frr合で廻って見ても、民

島で見た様な光景は何処にも見当らなかった。これは台風の準備もさる事乍

ら、南1WIと北側に山があるので風が南から吹いても直接、筏に当らないからで

あろう。

風が西北に変ってから少しやられた程度でそれも作業場に近いので殆んど修

理されていた。奥の方の深い所で潜水夫を入れて錨だとか筏を引き上げている

のと、 2、3の作業場の屋恨が飛ばされているのが、台風の爪跡といえば爪跡で

あった。しかし同じ湾内にある尾鷲、須賀利及び引本浦の反射側たある白地症

は交通の都合で行けなかったが、殆んど全滅に近い被害を蒙ったそうである 0

51本を午前中に済ませ賀田の彼害は大きいと開いたので行く事にした。車中よ

り見える各入江には筏の残核が岸に打ち寄せられていた。

賀回で汽E与を下りた時は小雨が降っていた。台風の後の風は陰気であるO パ

スに乗り古江に行く。古江の漁業組合に行き吠況を聞いてみると、平均 8割で

三木浦は 6割位だろうとの事。特に古則のrLI勝真珠は全滅に近い被害を受け

た由であるO

雨は愈々激しくなって来た。山勝真珠の好意により船を出して貰う。古江、

賀問、菅様、三木浦の)1院に廻る事にして出航する。古江では此処が山勝真珠の

漁場ですと云われなければ判らない程精麗ナツパリしている O 海中より突き出

した筏の端にもたれて、船が半分沈んでいる丈なのだ。

曽根側には村田真珠、共栄水産等の茂が並んでいるが、風向の関係からか一

番外側がやられている丈で奥の方は無傷に近い。約5割位だとの事であるが、

筏台数が多いので小さな業者の2、3軒分はあろう。

~ちこちに点在する作業場も高潮にやられたのか柱丈残して見るも哀れな格

構だ。積み上げた資材は海中に崩れ落ちている。遠隔の地であるのか、未だ修

復されず人影一つ見えない。雨にカメラを濡らさない様苦心して写真を撮る。

この地区を大体終ったので三木浦に向う。

18 -



雨は容しゃなく吹きつけるが、逃げる所が無いので濡れるにまかせている。

泣きたくなった頃漸く三木浦についた。奥の方に海上自衛隊の艦が避難してい

る。その向う側にも筏が為るのだが山に関まれて殆んど被害を受けてないとい

うので、入口に近い山i青葉珠の漁場を封象にする。木筏も竹筏も滅茶苦茶に重

なり合い、見るも無惨だ。 早く上げないと貝が死んでしまうからと雨にもめげ

ず貝を拾っていた。一体どの位回収出来るのだろうか。

x x x x x x x 

伊勢湾台風は各所に大きな被害を与えて行った。真珠業界も経済面、心理面

に於て多大な影響を受けた事だろう。落ちた真珠は7、8割は回収出来るから、

そう大した事はあるまいという見方をしている者もいる様だが、回収した所で

剥く時期のものでないし、又来年浜揚げを予定していた真珠も剥かざるを得な

いだろう。量に於ては大差ないだろうが質は全体的に落ちているので資金操作

もかなりむづかしく、来年度の経営というものは、このま与の状態では成り立

って行かないのではないだろうか。此処に多くの業者が翠んでいる復興資金の

融資という事も考えなければならない問題であると思うのであるO

;た頁の写真撮影

英虞、五ケ所湾

南 島

紀州

浜 口潔

白井裕王子

森井琢也

高橋正一郎

(Olympus IT) 

Canon VT. 

(~~y.m p~~~. .Wide IT ) 
Waltz Wide 

(Olympus Six) 

阿部功 (OlympusWide IT) 

俗、航空写真は、中部日本新聞伊勢支局、国立真珠研究所は問所中原氏から、

叉、布織田真珠組合のLU向子邸氏から貴重なネガをお借り致しました。記して宝互

に御礼申し上げます。

~~~一一時岬一-ー網開E一一-.‘
『司輔醐館酎縄開て
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9月27日本土に上陸した伊勢湾台風は室戸、枕崎に次ぐ3番目の超大型台風

で上陸後も勢力がおとろえず、 50m以上の強風が吹きまくり、 紀伊半品上陸の

午後6時から9時過ぎ返三重県は完全にかきまわされて何物でも被害を受けぬ

ものはない惨朕であった。

特l仁志摩から紀州にかけての冥珠長殖場は恐らく真珠業界始まって以来の大

被害を被り 、全滅 といっても過言ではない所が多 く28日以降、各地から入る断

片的な情・報をきいても全く予想以上の惨!伏で、折から 1週間後に新年度集荷開

始を控えて、E互に大問題が生じたわけである。

すでに決定された諸方針も再検討されるであろうし、このま Lではとても真

珠界が維持できないので、政府に15億円の復旧安J熊1'tを申3持する事になった位

である。

一昨年の不況が、よ うやく昨年になって平常!ともどりつつあり 、今年こそは

型作でノルマルな経営に復する所が大部分であっただけに今度の微害は捕手と

いうより崩壊に等しいものであった。

これによって、本年最大のテーマであった生産制限も、或いは稚貝を十Iii:に棄

てる問題もなくなってしまい、今後に残された問題は復旧針策一本にあるわけ

である。(編集局)
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陸上迄打ち揚げられた五ケ所湾の状況
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国立真珠研究所の被害 状況
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I!~~! 
笑!虞湾は比較的被害が少なかった……と聞いていたが、 10月15日、県庁の平

賀係長、母貝組合の脇組合長のお[共をして漁業金融公庫の長谷川部長及び水産

庁の本間技官を案内し、つぶさに笑虞湾をみる事がtHきた。

耳元締船「はまゅう」は神明、立神から船越を通り、深谷水道に向った。英虞

湾の南側湾奥部の読は相当手入れをしたといえ沢山並んでおり、作業場も被害

は少ない。

布施田浦に入ると相当爽迄筏がみられ、 of常なら漁場としてよくないのに被

害は少なかったが、大部分を占める中央部の筏は全部風波に押されて流れ、一

部は関崎へ打ちあげたそうで 4，300台のクロ貝筏中 710合の竹筏は流失してし

まい、竹筏にぶら下っていたナイロン吊の員は摩擦により切れてパラパラに落

ちほとんど発死したので、英虞湾中では間崎、浜島と共に被害の大きな地区で

ある。

和具は程度がよいが、更に湾口部の越賀では全部の竹筏は湾中央部に押しょ

せられ、まるで紐をよったように大きく円f，[，を画いており、大型船で引っばっ

てもびくともしない有様であった。

船は浜島に近ずいた。湾内にあった2，000台ばかりの浅はなくなり海は広々と

して小船が 4隻注いている。よくみれば筏は数ケ所にかたまり、或いは沈没し

た残骸が点々と見えかくれしており、沈んだ貝を海女が拾っている。 1B L 000 

円の日当だそうだ。

試験場は屋根がとんだので、一平く屋根、の[.事が始まっており、どうやらテ

ンヤワンヤはすんだらしく、ボヅボツ仕事にかかっているとか・・…。

協議の後賢島へ戻る。湾の北側は嵐がまともだったために筏は殆んど停に打

ちあげられ、或いは沈没して、航路だけを残してギツν9i;_fいていた筏の:止観

さはどこにもみられない。

笑虞湾ではミキモトの波害が法大だったともつばら評判だが、成程ミキモト

王国はひどい。建物が堂々として大きかっただけにそれが今はぺツνヤンコに

つぶれ、土台のコシクリートも全壊しているので一層ひどくみえる。付近の筏

は殆んどなく、これも所々に残骸が顔を出しているので、全部沈んだものと見

られた。
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ミキモトは全部寵養殖だったので、その重みで沈んだとか、ーケ所に集中養

殖する事はさけるべきだ……、寵だから回収は出きるとか開くが、何れにして

も大被害は確かである。

多極島の研究所に近ずくと、海岸はひどくやられ島が相当けずりとられてお

り、松の木が海の中に倒れている。確か真中にあった筈のみごとなソテツの大

株が海岸に露出していた。

建物は無事らしいが波でくずされた護岸工事をしておられる国研の人々の姿

が白く点々とみえた。本間技官と手を振って挨拶している内に船は多徳の裏側

にきた。今迄、赤茶けたァドばかりみていたのに、ここは風が当らなかったので全

々影響はなく、木々の緑が特に美しくみえる。神宮のLlJが元の神秘さに復する

には 500年を要するといわれているが、観光三重の表カンパンである真珠と海

女の志摩が元に復するにも相当の歳月を要するであろうと思っている内に船は

賢島の桟橋に到着したのである。

CX-15-'59 白井)

!日11111111日111111111111111台風ニュース 1111111111111111111111111111

真珠貝が全滅

突虞湾はじめ的矢湾、鳥羽湾などの養嫡真珠イカダ約9万台が湾内でパラパ

ラにこわれ、 j兵揚げを臼前に真珠貝稚貝などは全滅、真珠業界始まって以来の

大被害を受け、被害総額数10億円にのぼる見込み。

(毎日新聞 9月28日)

真珠 20憧円の打撃

南三重最大の被災地志摩半島は26日夜半からの猛台風15号にすっぽり包ま

れ、志摩全域は一夜のうちに悲惨な姿と変った。 中略ー

また向台風は英虞湾の真珠に空却の大被害を与えたが、英虞、的矢雨湾の約

3万50台の養殖イカダは大部分の保留イカリやロープが切れて、激しくぶつか

りあい、ほとんど全滅という無惨さ。

養殖工場も吹っ飛んだのがみられた。

(中部日本新聞 9月28日)
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真珠被害は 5億円

真珠の本場英虞湾内の養殖真珠イカダ約4万台のうち、大半が被害を受け、

浜揚げを目前に控えていただけにその被害総額は約5億円に上るものと見られ

ている。これに続き度会郡南島町海岸部の養殖真珠イカダも相当大きい被害を

うけた。

(伊勢新聞 9月28日)

真珠貝 が全滅(三重)

全国真珠生産高の80%を占める三重県の養殖漁場はこんどの台風で全滅に近

い大損害を受けた。伊勢署にはいった連絡によると南島地方の各湾のイカダは

めちゃめちゃになり真珠貝は全滅。損害は約15億円に上っている。

また化粧巻漁場の的矢湾、鳥羽湾、英虞湾内の浜島、大玉、阿児、志摩の各

漁場も目もあてられぬ惨状でとくに浜揚期を 1ヶ月延期しているだけに打撃も

大さく、岡県の真珠関係損害総額は50億円を上回るものとみられ再起できぬ業

者が続出している。

なお全国真珠養殖漁協組では28日から実情調査を始めた。

(中日新聞夕刊U 9月28日)

被害総 額 45億円

県下の真珠養殖中小業者の倒産続出か

15号台風で全国の養殖真珠の生産量の80%を占める三重県下の真珠は大きな

被害を受け損害総額は45億円にのぼる事がわかった。

全国冥珠養殖漁協組が28日朝まとめたところによると、三重県度会郡南島町

以南で約 1万台の真珠イカダの80%が流出したのをはじめ志摩郡英虞湾の 5万

台のうち50%、化粧巻漁業の的矢湾で8千台の409昔、鳥羽湾で 7千台のうち30

%がそれぞれ台風で流出、被害総額は全養殖真珠の50%45億円にのぼる事がわ

かった。

とくにことしは浜揚げの時期を 1ヶ月遅らせ10月下旬にしたため浜揚直前の

真珠が流失、被害を大きくしたものである。このためこんご同地方の真珠養殖

業者のうち、中小企業者の剖産が続出するのではないかとみているが一方真珠
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の品薄で 3割近くの値上りが予想されるのでストックを抱えた大手筋業者の中

にはばく大な利益をあげるものがあるとみられている。同漁協組ではこの領!日

のため政府に苦手Iし15億円の申請をする事にきめた。

(産経新聞 9月29日)

真珠被害 50億円

全国真珠養殖漁協組は28日午前11時地元記者団と会見、真珠の被害と今後の

問題についてつぎのとおり発表した。

県下の被害は地区別にみると紀州70-809昔、英虞湾609昔、五ケ所湾50%、的

矢湾40%、鳥羽湾30%、平均すると50%で被害総額は50櫨円にも達したもょ

う。内訳は本年度の採取見込み分50億円と本年度の見込み分40億円の半数(計

45憶円)がいかれたわけで、これに陸上の資材、設備の被害分5億円を合わせ

ると50信になる。

(中部日本新聞 9月29日)

真珠貝拾いは窃盗で取締る

伊勢、鳥羽署が警告

伊勢署では30日、 15号台風で浜辺に打ち上げられた其珠貝や浅瀬でみつけた

真珠貝を答察に届けるよう警告している。

真珠養殖漁業の度会郡南島町の沿岸では打ち上げられた真珠をうちに持って

帰ることはもちろん、中には海底にもぐって真珠貝を拾い上げるものもいるの

で、これは窃盗として取締ると警告しているもの。鳥羽署でも同じように警告

している。

(中部日本新聞 10月1日)

百八十四億円を越す(農林水産被害)真珠だけで52憶円

復旧措置を強力に要望

三重県災害針策本部は30日、台風15号による災害地視察のため来県した大野

農林政務次官に農林、水産関係の災害吠況を説明、復旧措置について政府に強

く要望した。
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審議議機器綴認識総務議機

同本部が30日までにまとめた農林、水産関係の総被害額は 184憶 161万9千

円で被害のとくに大きかったのは真珠52憶4921万円をはじめ、水稲24憶7713万

9千円、紀j、Hミカン 6億7205万円、伊勢タクワンなどの野菜6犠896万円など

である。

項目別にみると、農業関係54，億2247万5千円、耕地関係22億8千万円、林業

関係23犠3700万円、畜産関係5龍1087万4千円、開拓関係 4犠1034万円、水産関

係74億4093万円である。

(中部日本新聞 10月1日)

泣くに泣けぬ難者 真珠養殖界に明暗ニ相

真珠養殖のメッカといわれる暖国志摩は 15号台風の襲来であっという聞に

約50龍円が海底のもくずになった。全国の 8割に近い業者は南三重の湾口に生

活の棋をおろしている。

せっかく巨額の金を投じて真珠の養殖に命をかけた人々には泣くにも泣けな

い漁場の壊滅だ。

浜揚げをあと l匂にしてこの惨状である。あまりにも痛ましい 15号のツメ

跡。ついこの閉まで生産過剰に頭を悩まし、価格調整に自主規制さえ叫ばれて

いた。それが台風一過、いまでは品薄から 3倍に近い値上りでストックをもっ

業者はほくほくだろうが、手持ち玉を処分したあと、加工場を失い、漁場を押

しつぶされた被災業者にとっては、ほとんど再起不能である。こうした明暗二

様の悲喜劇が15号にかわっていま業界に新らしい旋風を巻起している。

(中部日本新聞 10月1日)

加工業につなぎ融資(商中〕 三重県の台風被害

商中では伊勢湾台風で三重県の真珠養殖加工業者の被害が相当あったため、

大蔵、通産雨省が災害針策方針を決めるまで暫定的なつなぎ資金、立ちなおり

資金を融資する事になった。その枠は当局の決定迄一応原資の枠の中で融資

し、融資条件も出きるだけ軽くし、需要者の要求に応ずる方針である。融資額

は1件あたり30万円程度が限度だろうとみている。

現在迄、具体的被害朕況が三重支白から完全に入っておらず、最終的被害賦
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況、当局の災害針策業務がはっきりすれば積極的災害融資を行なうといってい

る。

(水産経済新聞 10月3日)

「死貝の海Jと化した英虞湾

真珠イカダぱらぱら

残る母貝ねらう海賊横行

伊勢湾台風で大打撃をうけたグ真珠のメッカ。英虞湾は通信、交通が復旧す

るにつれ被害は増大しているが、記者は2日、真珠貝死滅の海と化した英虞湾

を横断、全滅と伝えられる御木本多徳島を初めて訪れたが、島全体が全滅とい

う惨7状にただぼう然と臼を見張るばかりだった。

三重県志摩郡阿児町、賢島さん橋から小型船をチャーターし真珠イカダの散

~しする海上をぬうようにして多徳島をめざした。リアス式の海岸沿いに建てら

れた真珠工場は大部分が吹っ飛び、陸にみえる松のオては強風のため倒れたり、

波のため見渡す限り茶かっ色に変色、大自然の猛威を物語り、美しい英虞湾の

おもかげはどこにも見当らない。

みどりに囲まれた多徳島の建物は約80パーセント倒壊していた。木製のさん

橋は跡かたもなく吹っ飛び、繋然と海上にならんでいた真珠イカダはパラパラ

になって流木となり、その上に浮遊物、タンポ(イカリを浮かべるタノレ)がの

りあげて悲惨な姿だ。降りしきる無情の雨の中で 140人の作業員たちが、ずぶ

ぬれとなって除去作業を急いでいた。

古文御木本幸吉翁が50-q三間の歳月を費やし、いかなる風波にも難攻不落の折り

紙つきで築きあげた護岸堤防は跡かたもなく、パラパラになった工場の残がい

にひたひたとさざ波が押し寄せていた。南の強風をまともに受けて加工作業場

16むね(延べ1980平方メート/レ)は全壊、幸吉翁が生論愛用していた真珠関、

朝熊閣は大破、倒壊寸前の哀れな姿をとどめている。めちゃめちゃになったイ

カダは1700台、浜揚げ期直前だっただけに打撃は大きい。

島の人たちもグなにもなかった70年請の哀れな姿に逆戻りしてしまった。整

理しようにもどこから予をつけてよいやら……寸と灰色の海のあちこちに浮ぶ
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イカダの残がいを見つめて暗い表情だ。ここ2、3日治安も極度に悪くなり、夜

になると英虞湾一帯に徒党を組んだ海賊が横行、真珠貝を大量にかっさらって

いくという。まだ電気もつかないため探照灯装置もなく、家族が交代で徹夜の

警戒を続け、このためみんな心身ともに疲れきっている。

業者が一筋の望みを託している海底の母貝も、硫化水素の発生で死滅の危機

にさらされ行毎の楽歯止だった真珠のふるさと志摩半島は「死貝の海」と化し

ている。

(中部日本新聞 10月5日)

伊勢湾台風の波紋

ーニ ューヨークの業者も緊急対策一

伊勢湾台風の襲来で、三重県での真珠養殖業者の被害状況は、当初全国漁協

並びに県当局の調査では、総体的に50%程度と見込んでいた。ところが3-48

を経過するにしたがって、現地からの情報は、刻々に被害の度が高まり、殆ん

ど、全滅の版況にある個所が続出し、総体的の被害状況を推測することは、全

く困難となった。

伊勢の全国漁協では、松尾組合長、井上専務理事の雨氏が価格評価決定のた

め、九州、iに出張不在、西岡副組合長が中心となり、東京、神戸の雨地区と連絡

をとり、種々前後策につき奔走。

東京においては、御木本美隆氏は交通機関の回復をまって、 28日急援現地に赴

き、また、 30日には国立真珠研究所太田研究課長が、災害後、最初に上京した

機会に、在京各溜社から30余名集合、災害の実情を聴取、御木本、高島、匂坂、

林その他の諸氏は、寄り寄り会合、今後の方策につき意見の交換中。

神戸においては、輸出組合の保田久治氏が、三重県真珠担当者を同道、現地

視察の結果、各地から情報を持ちより、 30日には大月、北村、横田、山勝、

鄭、金井、奥野その他の首脳部が参集、蒐集された情報にさまき種々前後策を討

議したところ、被害状況は時間の経過するにしたがって、益々拡大の見込み

で、 tt外関係上、種々に被害の実情を公言することは、市場価格に、悪影響を

及ぼすことになるので事実が判明するまで、慎重な態度をとることにした。
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また、 10月1Bには、ニューヨークの加藤駐在員から、国際電話で、同地で

は、今回の災害に封し、非常に、同情の意、を表するとともに、同地輸入組合で

は、 10月2日集会して被害地で必要な物資があれば、その種類を矢口らせれば、

どのようなことにも応ずるから、ほしい品物を至急、知らせよとのことであり、

また、同地では、 5、6ミリ珠が全滅し、将来相当の減産だと見越しての新聞ニ

ユースで、可成りの値上りを来しているとのことである。

何れは、被害の総体的集計ができ次第、関係方面に積極的に、救済針策実現

力の運動を展開することになろう。とも角、以上が、最後の編築を終ろうとす

る10月 1日正午、東京における現況である。

(¥真珠J 第4巻第10号)

災害対策と単協

()……たとえ珠の値段下士安くとも 2百20日もことなくすんで、今年こそは豊

作、豊漁でホツとひと息の三重県は志摩半島に、三たび重ねて26日の厄日、台

風15号が来襲。

7J(j主庁では、明けて28日の早朝から、西村長官、高橋次長、林田潟、政部長、

その他首脳部が急擦参集して、水産関係の被害針策の根本方針を慎重に検討し

たが、殊に、輸出のホープ真珠については、産業の性質上、軽視できないと、

至急被害欣況を調査することになった。

振興会でも、台風一過とともに直ちに各方面から情報の蒐集に、また、御木

本、高島、匂坂、三輪それに丁度その日在京中の山勝諸氏は、電話で、あるい

は寄り寄り会合、被害苦手J策につき、意見の交換を行なった結果、御木本会長、

諏訪専務理事の雨氏は、業界を代表し、 28日の正午、水産庁に西村長官、高橋

次長、料、回潟、政部長、 jL{中振興課長、本間真珠係長の関係当局者を順次歴訪し

て、左記のごとく陳情を行なった。

15号台風による真珠被害対策

(1 ) 被害施設に封し、災害複旧資金の融資及び補助金の交付。

(2) 右の融資は特別立法により低利資金の貸付。

(3) 要望融資額、は、計画生産の枠を限度とする。

(4) 復旧資金の封象は、陸上施設、船舶、養殖筏及び母貝とする。
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(5) 復旧資金は倒人をt:t象とするも組合を単位として、その組合が責任を負う

こと。

剛被災養殖業者の免税を要望する。

以上とりあえず6項目にわたる制策方を陳情した。

。……これに針し、西村長官はじめ、関係首脳部は、生産計画の枠の範囲での

針策は、真珠審議会の答申に基く計画生様であるから、当然の要望であり、ま

た、復旧資金の融資については、単一組合の責任において、個人に配分するこ

とは、組合精神の本質上、これまた当然のことであること。ただし、将来の具

体的救済針策は刻々と変化するので篠たることは言明できないが、現在の情勢

からは、この要望は至当であると、極めて好意ある回答に接した。

また、国会の農林水産委員会からは、 「お資金の利率は特別立法により 3分

5底以下とする」との陳情書を速に提出せよとの電話連絡があった。

今後、この災害封策が、どのように渓関されるかは、被害地の実情調査に基

く、予算の組み方、国会の議決により、正式に確定するので、今日、明日には

間にあわず、時間的にかなりずれることになる。

。……その場合の救済施設費の使途について、水産庁当局の、意向を打診する

と、過去の例から見て大体の方針は、すべて、地区単一組合が封象となり、そ

の組合が全支任をもって、配分、返済の義務を負うことになっている。もし、

地区の単一総合が結成されていない場合は、その地域の漁業協同組合に一括、

包含されることになる。

したがって、布施問、浜島地区の如く、既に単一組合が結成されその機能を

発揮しているところは当然災害救済の釣象になるが、未組織地区の真珠養殖業

者は、地区漁業協同組合の一部として、その恩恵に浴することになる。

ついては、冥珠漁協未組織の地区は、速に組合精神の本質に則った、単協を

結成することが、当面被災者が救済される近道でもあると考える。

(i真珠J第4巻第10号)
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「 真珠ほとんど全滅「

残る母貝l乙海賊のむれ

県特注真珠のことしのj兵湯げは 5日から始まるが、 48龍円にのぼる未曽有の

倣答をうけただけに大半の業者の機能がマヒ、今後相当倒産が出るのではない

かとみられている。

一方台風柄の哀をくぐってイカダの所有権の紛争やら悪ラツな莫珠ドロが続

出、まともな集荷はおろか、ことし中には収拾がつかないと全国真珠養殖漁協

組幹部は前途に暗い表情。

冥珠漁場は志摩郡の志摩半島、度会郡、紀州の海岸部にあり、イカダ数 7万

5千台があるが、この地方をまともに襲った強風で、ことしの浜揚分2万5千

台、来年分 l万 8千台、計 4万3千合の半数以上が被害をうけた。

なかでも南勢、長島、熊野地方は全滅に近く、世界的な真珠のふるさととい

われた英虞湾、良質真珠の本場的欠湾、五ケ所湾などは 5割以上、度会君[¥南

島、南勢町、鳥羽市も 3割から 5割以との想像以上の被害。湾内では翼珠養殖

風景は跡かたなく消え、見渡す限りの流木とメチヤメチヤになったイカダがは

んらんしている。

組合員 2，600人のうち、ごく一部をのぞいて中小企業。ことしの浜揚を唯一

の頼みとしていただけに、その惨状は日をおおうばかり、復興するにも前途の

暗さから融資の見込みも薄く、品はなく、材料はなしで破産しか道がないと手

をこまねいている。力のある業者ーはなんとか少しでもと従業員、海女、潜水夫

を動員、イカダや海底に沈人だ貝を拾いあげているが、そのなかで業者同志の

IUlなまぐさい所有権争いが臼ごとに日記っている。鑑札、符号はほとんど残っ

ていないので早いものがちに自分の財産集めをしているわけ。

冥珠品薄のニユースにいち早く王宝珠価格もハネ上り、これをねらった真珠ド

ロも横行しているO なかには徒党を組んだ海賊もどきのものもあり、血の涙に

も等しい真珠を一夜で100万も200)]円もかつばらって行く。

第 4管区海上保安本部(名古屋)では 3日、鳥羽海上保安部に大量に流れた

イカダや:rH;珠ドロの取締りを指令、伊勢署、鳥羽署、志摩ノミーノレ防犯協会で、も

各地区で鼠難防止のパトロールに当り、浜島漁協組ではぬ雷雲珠は全部商J業者
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(468)の共有に、大王町船越でもホラ貝を合閣に全員共同作業の態勢をとり

i1粒でも守ろう」と涙ぐましい努力を払っている。

漁協組では5日集荷開始と同時に緊急幹部会を開き、融資、生産規制、引揚

作業規定などの問題について話し合い針策をねるが、これより先、幹部は農林

中金などへ飛び惨肢を訴えて融資開拓に懸命となっている。

今後県水産諜、全国真珠貝養殖、県母貝組合、真珠振興会、真珠加工輸出組

合などと横の連絡をとり、早期回復に全力をあげる。

なお、全国真珠養殖漁協組の手持分は現在、前年度集荷総量の 3分の lにあ

たる 5，250キロ、約5鷺円があり当分品不足はないもよう。

(伊勢新聞 10月5日)

空時塑(;:堕坦込j
品質管理、計画生産は 変 更 せ ず

振興会 災害対策基本方針決定

伊勢湾台風による三重県下の真珠養殖業の被害は総額54億円にのぼり、水産

関係被害総額 130億円のうち最も大きかったが、日本翼珠振興会は10月7日熱

海で緊急、理事会を開き、台風被害警}策について協議した。その結果、品賀管理

並びに計画生産の線は既定方針通り今後も実施し災害針策はこの線に沿って行

うとの基本方針を決めるとともに、具体的な災害針策を決め、直ちに関係方面

に運動を展開することを確認した。

融資受入体制の整備急ぐ

まず協議に先きだって各地の被害額の明細が発表され、ついで別項の如き、

全国漁協組の協議針策などが持ちよられて、審議の上、左の基本方針と封策が

決定した。

基本方針

品質管理、計画生産の線はゆるめず、災害復旧もこれに沿って行なう。

対策

1.復旧に伴う裏づけ融資の受け入れ体制として漁協の組織を整備する。(救
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済施設費は地区単位組合が封象となるため真珠漁協未組織地区に組合の本質に

そった単協を組織することにより、被災者救済の近道とする)

2 災害施設復旧融資、災害経営金の融資、補助金を官庁に封し陳情する。

3.施設融資の封象は陸上施設、船舶、養殖筏、母貝とする。

4，借入金の返済延期を要請する。

5.被災業者の減免税について要請する。

6.評価基準については値上りは予想されるが吠況をみきわめた上で改めて協

議する。

補助対象は筏15台以下

水産庁、災害対策特別立法で態度決定

伊勢湾台風の災害針策特別立法は、来る10月26日閣議において審議されるが、

これに先きだって水産庁では、台風の針策として複旧資金面に左の如き方針を

とりまとめて提出した。

補助金の場合。

真珠養珠業者に封しては筏の経営規模が15台以下のものを封象とする。

貝については全部を補助封象とする。

被害を半分復旧するのに補助率 100%とする。(彼害の 2分の1)

融資の場合

[>主務大臣指定の災害施設課!日費筏、8J:貝をセットにして50台を融資封象とす

る。

従来の最高復旧費 l千万円を 4千万円限度までひき上げる。

母貝組合に射しては、組合自営の場合のものに封して(母貝を含まぬ)は、

365万円位にひき上げ、組合個人の喝合は50万円位までひき上げる。

[>天災法にもとずく融資従来の検討額15万円を、養殖業者 160万円(運転資金

として、核の購入費、挿入貝の購入費、人件費若干を含む)、漁協l人50万円

程度(稚貝購入資金として)とする。

なお同庁では、 10月12日より本間技官が現地に赴き被害調査にあたっている。

(真珠新聞第198号)
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低利な災害融資など

振興会、関係方面に陳情

日本真珠振興会では、台風後、各方面より情報のキヤツデに奔走在京中の幹

部は被害針策について意見の交換を行なうなどの一方、 28日には御木本会長、

諏訪専務理事の雨氏が業界を代表して、水産庁長官はじめ関係当局者に左の如

き項目の陳情を行なった。

(1) 被害施設に封し、災害復旧資金の融資及び補助金の交付。

(2) 右の融資は特別立法により低利資金の貸付。

(3) 要望融資額は計画生産の枠を限度とする。

(4) 復18資金の撃す象は、陸上施設、船舶、養珠筏及び母貝とする。

(5) 復旧資金は個人を妻、f象とするが、組合を単位としてその組合が責任を

負うこと。

(6) 被害養殖業者の免税を要望する。

更に10月8日には、あらためて陳情書を作成、国会、各官庁、金融機関に送

付している。

陳情書の内容は次の如くである。

陳情書

この度本州中部を襲った伊勢湾台風による被害が、史上未曽有とのことは御高

承の通りでありますが就中その真珠に与えた被害は懐滅的なもので、輸出産業

としての真珠事業の発展に大打撃を与えました。しかし、我々は全業界を挙げて

災害複旧に努力すると共に、なおかつ業界多年の念願である品賞管理と計画生

産を達成し、禍を転じて稿とすることに日夜全力を傾けております。この度本

会役員会を開催し、災害復旧について種々協議致しましたが、われわれ白身が

努力してなお足らない所は、是非共関係方面の御援助に頼らなければなりませ

ん。何卒、私どもの意のある所を御汲取願い特別の御援助を賜わるよう御願申

上げます。

基本方針

1. 今後とも品質管毘(粗悪品の輸出防止)の線は綬めず続行する。

2. 計画生産の方針を強行し、災害復旧の場合といえども、筏規制の線で11:
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めるのはもちろんのこと計画生援の実施と、その裏付けとなる融資の受入体

制として、地区単協組織を整備する。

御願い。

1. 低利の施設災害復旧資金の融資

昭和26年の災害の時は、政府におかれても特別立法の措置を講ぜられ、養殖

施設の復旧資金は、年手IJ3分 5麗で融資せられました、今回も同様の措置を

お願いします。

2. 補助金の交付

昭和28年の災害時には、個人の養殖施設の復旧費に封し、政府は補助金を交

付致しました。今回の災害は、当時を著しく上回る被害でありますので、前

回同様、補助金の交付方御願いします。

3. 災害復旧経営資金の融資

夫災法により経営資金を融資せられる途が開かれており、これによりますと

1人当り 15万円が限度でありますが、これを50万円に拡大されるよう御願い

します。

4. 施設災害復旧資金の封象物件として、陰 I二施設、船舶、養殖筏、及び母

貝を認めて頂きたい。

5， 復旧資材の入手に関し出来るだけの御便宜御取計い下さる様御願いしま

す。

6. 被災害者の減税について、特別の御配躍をお願いします。

7. 被災害者の借入金の返済期日の延期について、農中、商中、その他一般

市銀に封し取計方御願いします。

(真珠新聞第198号)
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台風史上最大と云われる被害を与えた「伊勢湾台風」で、樫災された方々に

1討する国税の救済措置は、概ね次の通りでありますから、必ず期限内に手続を

して下さし、。

手続が遅れると、税の減免も、徴収猶予も受けられなくなります。

i市j喜読についてl
被害の大きさと、所得の多少によって、二つの方法(所得税法によるもの

と、災害減免法によるもの)があります。

1. 災害減免法による方法

住宅、家財等の損害額が、それ等の時価の半分以上で、本年の所得見積額が

50万円以下の場合-・・・・・・・・税の全額免除

80万円以下の場合・・・・・・…税の半額軽減

120万円以下の場合…-一…税の 2割 5分軽減されますが、この減免を受けるた

めには次の手続が必要です。

1. 災害による被害状況調書(災害を受けた住宅、家財等の明細書)と、災害

によるたな却資産の扶況調書を、早速、税務署へ提出して下さい。

2. 災害が止んだ日 (9月30日)から2ヶ月以内(ll月30日)に、「災害減免法

による更正の請求書」を提出して下さい。(¥災害証明書」が必要です。)

この場合

1. 住宅か、家就かどちらかが、半分以上の損害があれば、この適用が受けら

れます。

2. 自舗、工場、倉庫等事業用の建物や、商品、原材料等たな卸資産の被害

は、所得計算の場合は加味されますが、災害減免法の場合は関係ありません。

3. 災害減免法の適用が受けられるのは、住宅か又は家財の損害が、その価格

の半分以上であって、所得が120万円以下の方です。

それ以外の方は、別項の「所得税法の雑楕搾除jの方法によります。

この手続によって

1. 7月予定納税で、納め過ぎとなった、所得税は、還付されます。
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2. 吠況によっては、 l年以内の税の徴収も獄予されます。

ムヰ盟主え謹鎚盤ふ以ぷよ主

1. たな卸資産以外の資産に受けた損害が所得金額の l割を超える場合は、そ

の超える部分を雑損失として、所得より控除して税額を計算します。

2. 雑損控除を受ける額が、所得金額より大きいときは、所得税は本年分が

。タダ t になるばかりでなく、本年分で引き切れないときは、今後 3年間に

亙って所得から控除されます。(災害減免法はその年限りです。)

3. 所得金額が 120万円を超える人や、損害が住宅、家財の半分以下の人でも

損害が所得の l割以上であれば適用されます。

4. 災害減免法と違って、たな卸資産以外のすべての資産についての損害が封

象となります。

3. どちらが得か?

以上二つの方法がありますが、被災者はこのうち何れか一方を選んで、その方

法により救済が受けられます。

さて、どちらが有利でしょう? 次の事項を参考にして、判断して下さい。

1. 先ず第一に、たな卸資産の損害を差し引いて、本年の所得金額が何円にな

るか? 見積所得金額を計算して下さい。

2. 見積所得金額より、雑損控除を受ける金額が大きければ、文句なしに、雑

損控除を選んで下さい。

3. 見積所得金額が、 50万円以下で、住宅、家財の損害が、その半分以上であ

って、損害額が見積所得金額以内の場合は、文句なしに、災害減免法をお選

び下さい。

4. その他の場合は、雨方の救済方法によって計算し、有利な方法を選んで下

さい。

4. 給与所得者について

給与所得者についても、以上の方法によって救済さわしますが、只相違するとこ

ろは、給与所得者は、その税金を月々予約してゆくのでありますから、 「災害

による源泉徴収所得税の徴収猶予(還付)申請書」に所要事項を記入し、勤務

先を通じて税務署へ提出すると、所得の段階によって、源泉徴収税の徴収を、

還付又は猶予並びに軽減されます。
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12人相とつ司

法人が受けた損害は、すべて、法人所得計算上の損金として計算されますか

ら、自然に所得が軽減されます。従がって法人税もその分だけ減少しますか

ら、大した特例はありませんが、次の諸点が特例となります。

1. 申告、申請、請求の提出期限の延期

災害減免法によるものと、法人税法によるものとあります

1. 災害減免法によるもの

法人税申告書(確定、中問、予定)、再調査請求、審査請求、法人税額の還付

申請書等で、被害のあった日以後 lケ月以内に申告、申請、請求の期限が到来

する場合は、申請せなくとも自動的に、 2ヶ月以内で延期されます。

2. 法人税法によるもの

災害により決算が確定せないため、提出期限までに、法人税確定申告書を提出

出来ない場合は、 「提出期限延期申訴審Jを税務署へ提出すれば、承認を受け

指定された日まで延期されます。

2. 徴収猶 予

1. 災害減免法によるもの

災害の臼以後 l年以内に納付期限が到来する(更正により納付期限のきたもの

を含む。)法人で、災害をうけたため、法人税が納付出来なくなった場合、各

納付期限から l年以内(被害の程度及び納付能力によって判定する。)の期間、

徴収が猶予されます。

2. 国税徴収法によるもの

災害のあった日に納付期限が到来しており、 j智治ヤ1"の法人で、災害をうけたた

め法人税を納付することが出来なくなった均合、申請後 l年以内の範囲で被害

の程度及び納付能力により判定して、徴収が猶予さわします。

3 被災法人の税務針策

1. 中間申告の提出

l年決算の会社は、半年目に1]百年度法人税の半額を予定納税しておるが、被災

によって所得が減少するのであれば、面倒でも、事実に基づいて中間決算を行

い前年以下の法人所得金額で、中間申告と納税をすることが望ましい。

-46-



2. 税金の繰戻し還付

青色法人の特典ですが、災害により年度分所得金額が亦字になった場合は、前

年分の所得から繰戻すことも、又、翌年度え繰越すことも出来ますが、災害に

よる資金繰り等を考えた場合は、前年度分より繰り民しを受けて、前年納めた

税金の還付を受けた方が、経営がいくらかでも楽になると思います。

l~l&~71;:-::>~' -C I 
被災者が納めるべき税金で、滞納中のものや、未だ納期が来ておらない税金に

ついて、災害の程度や、納付能力等一定の基準によって、徴収が猶予されます

が、該当の方は、 「徴収猶予中治書」を提出せなければなりません。

|是非 心得ておきたい|

L_2L害の事実を、具体的に、正確に、記録しておいて下さい。

災害を、災害として認めてもらうためには、災害の事実を具体的に、正般に記

録すると共に、税務署とよく連絡をとって、災害の事実を実際に見て貰うのが

何よりです。其の際災害の朕況調書を手交しておくとよろしい。これが出来な

い場合でも、災害がわかり次第、出来るだけ早やしどしどしと其の吠況報告

書を税務署へ提出すると共に、その写しは必ず保存しておいて下さい。

被害状況の現場を写真撮影しておくとよろしい。

2. 自己判断によらず、忙しくとも、夫々の機関に出掛けて適確な処置

をして下さい。

とぼしい知識での自己判断は禁物です。餅やは餅や。こんな時こそ、遠慮なく

どしどしと、税務署や、県税事務所、市町村役場へ出掛けてゆき、よく話し合

い、不明の点は、訊ねて、あとで悔のないようにして下さい。

3. 手続は l日も早ゃく

1ヶ月あるから、 2ヶ月あるからと思っておるうちに、期限に合はなくなるこ

とがあります。間近に大あわてをせなくてよいよう、手続や提出書類はなるべ

く早ゃく提出しておきましょう。そうすれば安心して事業の復興に全力が尽せ

ます。
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l被災帳簿番類等についてi
法人や個人青色申告者の方で、災害のため、帳簿や証嫁書類等を風で飛ばした

り水に浸けたり、雨に漏らしたり、泥を冠ったり等の理由によって、紛失、破

損、判読不明等の事態が発生した方もあろうと存じますが、この様な場合、そ

のま Lに捨ておきますと、本年分の所得調査に当って、「ある。」とか「ない。j

とか「ある答。 Jだとか、問題がおきる可能性が多分にありますから、帳簿書

類等が

1. r流失したj等跡形もない場合は

なるべく記憶の新しい間に、再現の出来るだけ整理して、再現しておいて下さ

い。この場合、経費等で毎月定期的に支払らわれる電気代や、電話料金や、銀

行の出入、仕入先等、取引先で記ー明して貰える処は、出来るだけ証明してもら

って、所謂、 「第三者の発行する証抜書類」に整備しておいて下さい。

2. 浸水、冠水、破損等の場合は

そのものが内容判読不能であったり、半分しかなかった場合でも、浸水、冠水

等は、そのま L乾燥し、破損のものもそのま Lにして、保存しておいて下さい。

読めないから、半分だからと云って捨ててはいけません。

いづれこれ等の点については。通達寸によって、その取扱が明示されると思

いますが、この災害を口実に、帳簿や書類を「流失したJとか「汚損したので

棄ててしまった」という便乗組と混同されることのない様に、正直者は誠意を

もって。事実申告。を堅持するための努力を払って下さい。

|県税について|

菌税と同様に、県税についても、災害による減免と、徴収猶e予の救済措置がひ

らかれておりますが、県税13種目のうち一般に関係のらる税種目についての概

要は次の通りです。

事業税の減免(個人事業税)

1. 事業の用に供する家屋、商品、原材料、機城器具、船舶(以下「事業用資

産jという)の価額の全部に損害をうけた者税額全額免除
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2. 事業用資産の2分の l以上の損害を受けた者税額の10分の 7免除

3. その他災害により事業上甚大な損失を受けたと認められる者税額の10分の

5免除

自動車税の減免

1. 災害により全壊又は流失した自動車当該自動車の年税額の12分の6免除

2. 災害により破損した自動車を複元するために要する費用の額が当該自動車

の代りに同種間型の新車を購入することとした場合のその購入の価額の5分

のlをこえる自動車

当該自動車の年税額の12分の3免除

3. 自動車税の納期の特例

第2期分の納期を11月1日から11月30日までです

4. 不動産取得税の減免

1).滅失または損害による代替取得不動産については災害により滅失又は損

害した不動産の価額により算定した税相当額を免除

2).取得の産後に災害により滅失または全壊した不動産税額の全額免除

3).取得直後に損害した不動産でその損害の額が10分の 5をこえる不動産税

額の10分の 5免除

5. 自動車取得税の減免

1).取得産後に滅失又は全壊した自動車税額全額免除

2).取得直後に損害した自動車でその損害の額が10分の 5をこえる自動車税

額の10分の 5免除

3).滅失又は損害による代替自動車は災害により滅失又は損害した自動車の

価額により算定した自動車取得税相当額を免除

6. 徴収猶予の取扱

災害により資産に甚大な被害をうけた者で次に掲げる税額を直ちに納付する

ことが困懇であると認めるものは徴収猶予を行う

1).娯楽施設利用税、遊興飲食税、軽油引取税は 2ヶ月以内

2).その他の県税は l年以内

7. 県税減免申請書の提出

別に定むる減免申請書を税目ごとに被害事実を証する書記を添付して提出の

こと

(伊勢商工会下一
伊勢中小企業相談所資料より)

-49-



想定される災害復!日資金について事

安 田 勝 己

(全国真珠養殖漁協常任監事)

今回の伊勢湾台風による真珠養殖関係被害総額は約50億円、これが復旧に要

する資金を25億円(別表参照)と算定、この数字を基礎として、政府並に金融

機関に射し国庫補助金の交附、並に政府資金の融通等を陳情致しておりますが、

何れも法律改正並に要綱変更を必要とするもので、未だこれが正式決定の段階

に至っておりませんが、一応想定される災害復旧資金、特に組合関係の資金に

ついて、説明致します。

国庫補助金については。農林水産施設災害複!日事業費国庫補助の暫定措置に

関する法律寸 (国庫補助)にままくものと、融資についてはグ天災による被害農

林漁業者に封する資金の融通に関する暫定措置法寸(天災法融資)に基く融資、

農林漁業金庫公庫資金(公庫資金)、系統資金(漁業協同組合一県信漁連一農

林中金)に大別する事が出来ます。

別表はとりあえず前例及び現行のものを資金別に取り纏め、カツコで日下法

律なり要綱改正に持ち込んでいる点を附記しました。

何れに致しましても、資金の流し方の基本となるものは、漁協転貸と云ふ事

であります、つまり事業を通じて漁協と組合員の結び付きと、漁協の総合的な

信用力をパックに組織の力を信頼し組合員に融資を行おうと云ふ事なのであり

ます。

然し全国真珠養嫡漁協が借入主体となる事について色々開題がある現状から

見て、折角融資の道が聞かれでも受入れるべき組織が繋備されない現在、資金

の導入は困難と云う外ありません。

そこで、今金を借りる為に組合を結成すると云うのでなく、予て全国漁協で提

唱致しております、地区養殖漁協の結成一生産系統団体の組織の整備をこの機

会に促進し、組合員の協同の場とした地区養殖漁協を結成し、資金の導入と併

ぜ、今後養痛事業安定の為最も必要とする生産規制の実施に、共同販売の伸展

に実効を期すべきと考えます。

地区に於ても、本問題について更に慎重検討され、此の期を失せず地区漁協

を結成、長期低利の資金を導入し災害の復旧と、養殖事業の安定を期せられん

事を特に念願するものであります。

※ 10月10日役員会に於て説明のもの
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伊勢湾台風!とよる翼球関係被害調査表

(第 4次 34. 10. 1 現在〉

重県水産課

全国冥珠養殖漁業協同組合

園真珠養殖関係

くろ貝の被害(詳細第 l表)

手持母貝のグ ( .1/ ) 

筏施設の 。(詳細第2表)

陸と施設の グ (詳細第3表)

船舶のグ( グ ) 

3，485，010千円

532，560 .1/ 

707，174 .1/ 

171， 000 .1/ 

9，900 .1/ 

4.905，644 .1/ 

盛l真珠貝養殖関係

母貝(2、3年.生)の被害 (詳細第4表)

稚貝(当年産)の。( グ ) 

筏 施 設の.1/ (詳細第5表)

284可 750千円

24，570 .1/ 

191， 138グ

止込
口 5， 406， 102 // 
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調査表真珠養殖被 虫口

設施
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真珠養殖(くろ貝、手持母貝〉の被害調査表

(第 1表〉

忍 f也筏 育成筏 く ろ 貝l の 被 ?E三τ2 手 事5 舟 貝 の 被 片コ

地区名 登録筏数

l被害率!被答数|単価
貝 数しけ

貝数i1単価1被答額% 台数 % 台数 % 筏数 l台貝4，Ou数0介 被害額 % 筏数 l台5，000介

』鳥羽地区
ぷ口ヘ % Jロh % 

4，356 
4も 」口へ 千介 % 千介 円 千円 % A仁ヘ1 千介 % 千介 同

4千，9円OE 4，537 4 181 96 90 3，920 15，邸O 15 2，352 ']0 164，6必〕 10 436 2，180 15 327 15 

本日 差 250 7 18 93 232 90 209 836 50 418 70 29，260 10 23 115 50 58 15 

畔 蛸 526 7 37 93 489 90 440 1， 760 50 880 70 61， 600 10 49 245 50 113 15 

千 ヨ資 141 7 10 93 131 90 118 472 50 236 70 16，520 10 13 65 50 33 15 

堅 子 135 7 9193 126 ω 113 452 30 136 70 9，520 10 
19301 i 

65 30 20 15 

的 矢 970 7 邸 93 902 90 812 3，248 30 974 70 E8，180 10 450 30 135 15 2，0:::5 

渡鹿野 505 7 35 93 470 90 423 1，692 30 508 70 35，5EO 10 235 30 71 15 1， 065 

三ケ所 2，386 7 167 93 2，219 90 1， 997 7.988 30 2，396 70 1E.7，720 10 1，110 30 333 15 4，995 

飯 浜 214 7 15 93 199 90 179 '716 30 215 70 15.050 10 20 100 30 30
1
15 450 

国 府 1， 415 ? 99 93 1，316 90 1，184 4，736 30 1，421 70 99，470 10 132 660 30 188 i 15 2，970 

安 乗 145 7 10 93 135 ω 121 484 60 290 70 20，300 10 14 70 60 42 15 

的矢湾小計 6，687 468 6，219 5，596 22，384 33 7，474 523， 180 623 3，115 33 1， 033 

波 切 2，541 10 254 90 2，287 70 1， 6(:1 6.404 40 2，562 40 102，480 30 臼6 3，430 40 1， 372 15 20， 

立 神 5，359 10 536 90 4，823 70 3，376 13， 504 50 6，752 40 270，080 30 1，447 7，235 50 3，618 15 54，27CG d 
神 明 5，215 10 522 90 4，693 70 3，405 13， 620 50 6，810 40 272， 400 30 1，288 6，440 50 3，220 15 48，3 

船 越 5，113 10 511 90 70 3，221 12，部4 30 3，065 40 154，600 30 1，381 6，905 30 2，072 15 31，080: 

片 回 3，942 10 394 90 3， 70 2，484 9，936 30 2，981 40 119，240 30 1，064 5，320 30 1，596 15 23，94d 

布施田 6，812 10 邸1 90 6， 70 4，292 l7， 168 30 5，150 40 1， 839 9，195 30 2，759 15 41，388 

間 崎 3，71¥8 10 375 90 3， 70 2，361 9，444 40 3，官8 40 151， 12011 30 1，012 5，060 40 2，024 15 30，360 

示日 J!、- 4，045 10 405 90 3，640 70 2，548 10，192 30 3，058 40 122， 32011 30 1，092 5，460 30 1，638 15 

越 賀 2，455 10 246 90 2，209 70 1， 546 6，184 40 2，474 40 98，96011 30 663 3，315 40 1，326 15 19，89 

御 座 1，180 10 118 叩 1， 062 70 743 2，972 40 1，189 40 47，560 30 319 1，595 40 638 15 場 9，57

浜 島 3，629 10 363 90 3，266 70 2，286 9，144 60 5，486 40 219，440 30 980 4，500 60 2，700 15 40，50 

鵜 方 1，477 10 148 90 1，329 70 930 3，720 30 1，116 40 399 1，995 30 599 15 8，98 

英震湾小計 45，516 4，553 40，963 28，793 15，172 39 45， 221 1，808，840 12， 170 60， 450 39 23， 562 353，430 

叩…名恥一I~(防閣閣j孜蹴m一古淑側録鰍筏
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真珠生産計画に一役

稚貝 8千貫 を潰す

全国真珠員養殖連合協態度決定

全国真珠貝養殖連合協議会(会長脇専一氏)は既報の通り県単位の真珠貝漁

協の全国的な組織を強化するためさきに結成されたが9月16日の三重部会では

真珠の生産計画を側面的に助成するため、今年度過剰稚貝8千貫を潰すとの態

度を決め、母貝養殖主要県の愛媛にも水産庁を通して協力を呼びかけることに

なった。これは真珠r)f価安定策の一環として行なわれてきた不良真珠貝の廃棄

とは全く生産点を異にし、あくまでも母貝需給円満達成を目標とした自主的な

ものだけに、水産庁当局や真珠養殖業者はきわめて好感を持っている。

生産計 画の策定と需給調整

全国真珠貝養殖連合協議会規約

既報の如く全国真珠貝養殖連合協議会は発足したが同協議会の規約は次の如

くである。

(趣旨) (目的〉

第一条 この会は真珠貝養殖を営む者を糾合して真珠貝の計画生産を遂行し、

その需給を調整して冥珠事業の合理的発展に資すると共に、各々の経済力を

強化する事を目的とする。

(名称〉

第二条 この会の名称は全国真珠貝養殖連合協議会(以下「協議会」という)

と-?-る

内
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(業務〉

第三条 協議会は次に掲げる事項について協議し、必要な封策を講ずるものと

する。

1. 真珠貝の義殖に関する技術及び知識の向上を図るための教育情報の提供

並びに交換

2. 真珠貝生産の計画の策定及需給調殺

3. 経済力強化のためにする相互又は釣外団体協約の締結

4. 前各エ貝に附帯する事項

(組織〉

第四条 協議会は真珠貝養殖を営む者をもって構成する府県を単位とする団体

をもって組織する。

(加入及び脱退〉

第五条 協議会に加入しようとする者は加入申込書を会長に提出し、会民はこ

れを幹事会に計り決定する。

2. 協議会を脱J忌しようとする者は年度末2ヶ月前に会長に届け出なければ

ならない。

(会長副会長及び幹事〉

第六条 協議会に会長、副会長各 l名及び幹事を置く、協議会を構成する各団

体はl名の幹事を選出し、幹事の互選によって会長及び副会長を選出する。

2. 会長は会務を統轄し協議会を代表する。

3. 会民事故あるときは副会長これに当る。

4、 会長、副会長及び幹事の任期は 2年とする。{Ei補足の幹事についてはliu

住者の残任期間とする。

(参事及び会計〉

第七条協議会に参事若干名及び会計を置く。

2. 参事及び会計は構成団体の役職員又は関係官公庁の職員について会長が

委嘱する。

3. 参事及び会計は協議会の事務を補佐する。

(幹事会)

第八条 協議会の運営は幹事会の議法による。

2. 幹事会は会一民が招集し、議長は会長がこれに当る。

3. 次に掲げる事項は幹事総数の過半数が出席し、出席幹事の過半数をもっ

て決する。
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1).予算及び決算

2) .諸規程の制定及び改廃

3).その他協議会の運営上重要な事項

(事務烏〉

第九条 協議会の事務!司は会長の所属する府県内に置く

(会計経理〉

第十条 協議会の運営その他業務に要する経費は構成団体の会費をもって充て

る。

2. 会費は毎年度徴集するものとし、金額は幹事会が定める。

3. 協議会の会計年度は 4月1日から翌年3月31日までとする。

(報酬・給与側旅費等〕

第卜一条 幹事におする報酬、参事会計に封する給与及び旅費、その他の費用弁

f賞は別に定めるところによる。

(雑則〉

第十二条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項

は会長が定める。

附則

この規約は昭和34年9月4EIから施行する。

上の如く規約によって全国真珠養殖連合協議会は発足し、全国的な母貝組合と

して業界から注目されており、今後の活躍が大いに期待されている。

真 珠業界に最低賃 金 制

伊勢労基署で制度化にのり出す

伊勢労基署ではこのたび伊勢志摩地方の真珠業界に最低賃金制を実施する方

針を定め、その制度化に乗り出している。

今度封象となったのは管内(伊勢市、鳥羽市、志摩郡)に 5事業場、 200人

の従業員をもっ加工業者と、10事業場、300人の従業員をもっ核製造業者である。

同署ではこれにさきだって去る 2日正午より署内に加工、核製造問業者15人

を招き、第 1回最低賃金制の説明会を開催した。
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まず最賃法をすでに実施している業界の欣況の説明によって業者側の実施に

潤する賛意を得業者間協定を結ぶ準備として業者の経営版態、従業員の労働条

件などの調査を依頼した。又同業組合を作って、業者間で自主的に最賃制を進

めて行くよう申し入れをした。

これにより核製造業者は10日、伊勢市大世古町の村悶真珠に於て 13人が集

り、真珠核工業組合を結成、最低賃金制の実施をする事を申し合せた。同組合

では今後各業者の資料に基き、統一された最低賃金を決定する。なお加工業者

の方は現在準備中であるO

核及び加工業の従業員は 500人のうち大半が中学校を卒業した10代の女子で

ある。核製造では貝類を切って丸型の核にするまでの工程に従事し、加工では

王のよりわけやネックレスの仕上げなどに従事している、 18歳の女子で 1ヶ月

5千円から 6二千円ぐらいの賃金である O 製核所の経営者側は、従業員に更によ

い、労働条件で働いてもらえるよう最賃制を審査するといっているので、今後

はどの事業場でも現在より労働条件のよくなる事が予測されるO

労基署ーでは核、及び加工業は少くとも年末までに制定の予定であり、その内

管内 2千の養殖業者に呼びかける方針であるが養殖業は季節労働者などもあり

労働条件が複雑な為、核、加工業が先立って封象になったものである。

中国産ドブ員輸入したい

真珠核エ組水産庁に要請

三重県真珠核工業組合ではかねて .• ~珠の核原貝として中国産のドブ員を愉入

したい要望があったが、このたび全国哀珠海、協を通じて左の如く重ねて水産庁

に要請してきた。

それによると最近、特に今年はアメヲカ、ミ ν乙/ツピ一川のダム建設などのた

め、貝殻の育成が乏しくなり、資源量も減少する傾向にあり、史に今年はダム

建設との関係から採取時期が3、4ヶ月ずれ、又一方貝殻の愉入については従来

3%だった輸入が 1%に下り原貝の価格が今年は 1トシ当り 8万5千円(昨年

は5万5千円)にはね上った。

これらの事情から相当原料を紙湿して製獲される事を余儀なくされ、その結

果悪質の校の流れる恐れもあるので中国産ドブ貝の輸入要繋がなされたのであ
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る。

としては適応省と協せねばならぬが11珠の主な愉!!i[Flitアメリカで

あるため、原長i7地ということにも関連してくるので相、JtiI村Ij¥ffな問h!fiと与え

ている模慌である。

しかし原貝が本将に千に入らぬ様なポになれば大きな問題であるのでm地事

情をよく聴取したた針策をねる模様である。

経営合理化に期 待

水銀灯照射で養殖期間短縮

中部電力、御木本と提携で研究に着手

中部電力伊勢営業所ではこのたび御木本真珠研究所と提携して、真珠を水銀

灯照射によって養殖期間を半分に短縮する研究を具体化しようとしている。こ

の研究が結実すれば、数年来真珠業界の協みである経営の悪化による養殖期間

の短縮から粗悪品がハシラシする状態を解決するものとして期待されている。

実珠養殖は筏につるしてある真珠貝が 2mの浅づりでは玉が金、黒などのこ

級品となり、約 5mu)深づりの場合はピンク、白、銀の良賞品となるのが一志

定説になっているが、学説的には立証されていない。中電ではこれが光線によ

るものではないかという想定によりグ比較的養殖期間の短い浅づりの貝に深づ

りの水と同色に近い水銀灯を照射すれば成長度を二倍に高め、色も良質玉と同

じ結果をもたらす止との新説をもとに研究に乗り出す事になったものである。

方法としては (l)陸]二からの水銀灯照射 (2)投光器による局部照射 (3)水中

直接照射の 3つがあるが、技術的に(2)が有力方法とされており、近くモデノレ漁

区を設定して、メーカ一発注の器具の出来しだい来春から 1年の期間で実施す

る予定になっており、期間中の変化データーは御木本が担当する模様である。

J:t電倶IJではこれにつき次の様な見解を明らかにしている。

水銀灯は深い水の色と同じ黄、緑がおもなエネルギーとなっている。深づり

が何故よいかは常識的に温度、水流、光線、エナ、老廃物などの条件が考えられ

るがはっきりした学説はない様である。その一条件である。光線グによる貝の

成育上の変化を研究するためで未知の問題にますする劉策がたてられる事にな
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るO 成功、不成功に限らず lつの収穫になると考えている。光線と色の関係な

あらゆる角度から分析して良官rc珠の育成に役む;てたい。

(J'U米新開第197号)

業界重要施策の審議機関

新たに政策委員会を設置

山本勝氏を委員長とする市価針策安員会は、 9月 9~lOの雨日熱海で、 11 日は

東京でそれぞれ前後 3臼にわたり連続開催、今秋の浜揚げ珠の集荷と価格決定

につき、慎重に検討を行なった結果、大河的には大手業者が計画的、かつ積梅

的態度に!日て、まず6億円の浜揚げ珠を貿取り、側格の安定に協力すること、

また、 7有価安定委員会を拡大強化し、業界全体の基盤確立の目的で、振興会及

び漁、加、愉の 3組合内に、それぞれ政策委員会を設置し、定期に委員会を開

き急、速に具体策を検討、実現に移すことになった。

政策委員会実施要項決まる

振興会では、別記市価安定針策委員会で、御木本会長提案通り、振興会並に

漁協、加工、輸出組合内に政策委員会を設置することに意見が一致、即時、緊

急砲事会を開き、別項の如く実施要項を決定し、各組合宛て通達した。

政策委員会を設置(内規〉

1. 本会に政策委員会を置く。

2. 委員は漁協、加工、輸出 3組合の政策委員会よりの推選者を、理事会に諮

り決定するr

3. 委員長、副委員長は委員の互選にり選出する。

4. 委員会の目的は、真珠業界全体の立場から事業の振興策を樹立し、 3組合

を通じてその実現を図る。

5. 右の目的達成のため、委員会は 3組合の政策委員会に、高度視野からの調

査、研究立案事項を指示連絡し、その結論を総合検討の上、施策を樹立す

るO また3組合政策委員会よりの施策の提案を審議し、理事会に報告、承認
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を得て、3組合に実現方を要諒する。

6. 委員会は定例会:識を年4回、緊急事項について随時会議を開催する。

o 0 組合

政 策 委 員 会 (案)

1. 本組合に政策委員会を置く。

2. 委員は、本組合の役員、一貫業者、純単一業者のうちから、理事会の承認

を得て、 選任する。

3. 委員長、副委員長は委員の互選により選出する。

4. 委員会は振興会の政2長委員会に代表委員若干名を推選する。

5. 委員会の目的は、本組合の立場に立脚して、業界全般の振興策を立案し、

振興会政策委員会に提案する。又振興会政策委員会よりの指示連絡事項につ

いて、調査、研究、立案し答申する。

6. 振興会政策委員会の決定事項については、其の笑現について組合の推進カ

となり積極的に協力する。

7. 委員会は定例会議を年4回、緊急事項については臨時会議を開催する。

川
白

0

川

川
告

l

川

の

川

貝

川監
埋
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草

「この写真が語版だ」と突きつけられた時には総毛立つ怖しさでした。

知らぬこととはいいながら、こんなに多く食べたとは因業なことです。多

い時には一円に自分等の子供だけでも千

例以上も食べていたと閉された時には自

分の非の深さに、はらわたを裂きたい思

いでした。

私たちの幾代も前のことでしょうが、

まだm'かな海底で平和な生活をしていた

当時は籾と子の。すみか。は海底と中層
."‘ 
えにはっき り別れていましたから決してこ
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んな悲:剥の起る国もなく、子供は元気で親のもとに帰っていたものです。今更

愚痴を言う訳ではありませんが人間に私たちの。すみか寸を変えられたのに気

付かなかったばっかりに。

聞くところによりますと或る地方では、おとなはどんどん転入して来て多く

なるのに子供A のお(はその割に増えないとか。夜、の様に、知らぬ間に・一-。想像

しただけでも怖しいことです。

p晶『

鼠

税務 署 長 殿

庁 通 報

名局法 1-207 

名局所 5- 16 

昭和 34年 10月19R 

名古屋国税局長

真珠養殖業者が全国翼珠蓑ζ殖漁業協同組合に出荷した真珠の

税務計算上の取扱について(例規通達)

養殖真珠はその浜揚および出荷が通常10月から翌年の 2月ごろまでに集中して

行われるため、往々生産地価格の低落をきたすところから、これが安定をはか

る目的をもって昭和29年10月より全国真珠養殖漁業協同組合による共同集荷販

売が行われているのであるが、この集荷販売はきわめて特殊な決済方式を採っ

ているところから、従米、真珠養殖業者の損益の計算にあたって組合に苦手jする

出荷真珠についての損益の帰属の時期をいつにみるかについては、必ずしも明

確になされていなかったようでおるが、その本質は委託販売契約に基く共同集

荷販売と認められるので、真珠養殖法人の損益計算にあたっては法人税基本通

達251により取り扱うこととされたい。

なお個人の真珠養殖業者の所得計算にあたっても、これに準じて昭和34年分所

得税から取り扱うこととされたい。

(通達 251)

契約に基く委託販売による損益は、当該委託品について受託者が販売した時

を含む事業年度の益金、又は損金に計上するものとする。

従って受託者からの当該委託品についての売上計算書を少くとも各事業年度

ごとに徴しなければならない。
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